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○  意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的な周知のモチーフを基準

として，当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題と

するものである  

○ 引用意匠から本願意匠を創作することは，いわばその一部を切り取って横

長矩形状の隅丸を直角状にし，ミシン目の一部を上下の余白部まで設け，

又は実線に変更する程度のものであり，その意匠の全体から見ても，本願

意匠出願時の当業者の立場からみて意匠の着想の新しさないし独創性があ

るとはいえず，引用意匠と本願意匠との共通点に照らすと，引用意匠から

本願意匠を創作する動機付けは十分である  

 

（関連条文）意匠法３条２項  

 

原告は，意匠に係る物品を「印刷用はくり紙」とする本願意匠を出願したところ，拒絶

査定を受けたため，審判を請求したが，請求不成立の本件審決がされた。本件審決の理由

は，要するに，本願意匠は，引用意匠に基づいて容易に意匠の創作をすることができたも

のであるから，意匠法３条２項の規定に該当し，意匠登録を受けることができない，とし

たものである。  

本件は，原告が本件審決の取消しを求めた訴訟であり，取消事由として，本願意匠の創

作容易性に係る判断の誤りを主張した。  

本判決は，以下のとおり判断して，原告の請求を棄却した。  

 

「意匠法３条２項は，物品との関係を離れた抽象的なモチーフとして日本国内において

広く知られた形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合（周知のモチーフ）を基準として，

それからその意匠の属する分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）

が容易に創作することができた意匠でないことを登録要件としたものであり，上記の周知

のモチーフを基準として，当業者の立場からみた意匠の着想の新しさないし独創性を問題

とするものである…。」  

「横長長方形状の台紙の表面に，４段の横長帯状の帯状印刷部を設け，それぞれの帯状印

刷部に５つの横長隅丸矩形状が配され，帯状印刷部の輪郭が実線で囲まれ，１段目と３段

目の最右の横長隅丸矩形状には中央に細帯状の表紙用の背当て部が設けられており，それ

以外は，いずれも隣接する横長隅丸矩形状との間及び中央に縦方向にミシン目を設けた公

知の意匠から，２段の帯状印刷部を設け，それぞれの帯状印刷部に２つの横長矩形状が配



され，いずれもその中央に上下の余白部まで縦方向にミシン目を設けた本願意匠を創作す

ることは，いわばその一部を切り取って横長矩形状の隅丸を直角状にし，ミシン目の一部

を上下の余白部まで設け，又は実線に変更する程度のものであり，その意匠の全体から見

ても，本願意匠出願時の当業者の立場からみて意匠の着想の新しさないし独創性があると

はいえず，容易に創作することができたものというべきである。  

 よって，本願意匠は，意匠法３条２項に該当する。」  

「引用意匠において同形の帯状印刷部を２段とし，ミシン目を上下の余白部まで設けれ

ば，帯状印刷部以外の余白部の形状は，自ずと本願意匠のような形状となるのである。意

匠に係る物品が写真等が印刷可能な印刷部を台紙から剥がし冊子状にして使用可能な印刷

用紙であり，使用時には折り目やミシン目に沿って蛇腹状に折り曲げ，裏面を貼り合わせ

ることにより，冊子状に形成できるもので，横長長方形状の台紙の表面に，複数の横長帯

状の帯状印刷部を設けており，横長帯状の帯状印刷部には，複数の横長矩形状が配され，

中央に縦方向にミシン目が設けられているという引用意匠と本願意匠との共通点に照らす

と，引用意匠から本願意匠を創作する動機付けは十分である。」  

 


